
学 第 1 1 6 6 号 

令和３年３月 30 日 

 

 各私立専修学校長 様 

 （専門課程を置く専修学校に限る） 

 

岩手県ふるさと振興部学事振興課総括課長 

 

 

大学等における修学の支援に関する法律第 15条第１項に基づく確認の取消しにかかる 

留意点の変更について（通知） 

 令和２年９月15日付け学第515号により専門学校における生徒の適切な募集活動の徹底等につ

いて通知しておりましたが、標記について、今般、文部科学省高等教育局学生・留学生課高等教

育修学支援室から、別添のとおり趣旨を明確化するため一部の記載を変更する旨事務連絡があり

ましたので、お知らせします。 

【担当】 

学事企画担当 小原 

TEL：019-629-5045 

FAX：019-629-5049 


